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料
金
徴
収
業
務
の

一
部
委
託

水
道
局
は
、
事
務
経
費
の
削

減
を
図
り
、
よ
り
柔
軟
で
適
切

な
対
応
を
め
ざ
し
て
、
今
年
の

４
月
１
日
か
ら
水
道
料
金
、
下

水
道
使
用
料
な
ど
の
徴
収
業
務

の
一
部
と
、
土
曜
日
・
日
曜
日

・
祝
祭
日
の
引
越
し
等
に
よ
る

中
止
の
料
金
清
算
業
務
を
株
式

会
社
新
都
市
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
（
西
宮
市
櫨
塚
町
１
番
１４
号

・
光
栄
ビ
ル
３
階
�
０
７
９
８

・
３
９
・
０
６
５
７
）
に
委
託

し
て
い
ま
す
（
左
図
参
照
）
。

な
お
、
㈱
新
都
市
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
の
社
員
が
水
道
料
金

な
ど
の
徴
収
業
務
を
行
う
と
き

は
、
水
道
局
が
発
行
し
た
身
分

証
明
書
（
顔
写
真
入
り
）
を
携

帯
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
不
審

な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
提

示
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

問
合
わ
せ
は
水
道
局
業
務
課

�
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
１

０
へ
。

水
道
局
職
員
が

点
検
に
訪
問

水
道
局
は
、
６
月
の
水
道
週

間
行
事
の
一
環
と
し
て
、
高
齢

者
世
帯
を
対
象
に
、
水
道
設
備

（
給
水
装
置
）
の
無
料
点
検
を

実
施
し
ま
す
。

対
象
と
な
る
世
帯
は
、
Ｊ
Ｒ

神
戸
線
以
南
の
地
域
に
お
住
ま

い
の
６５
歳
以
上
の
夫
婦
の
み
の

世
帯
や
一
人
暮
ら
し
の
世
帯
で

す
。無

料
点
検
の
内
容
は
、
水
道

局
の
職
員
が
対
象
と
な
る
世
帯

を
訪
問
し
、
水
道
設
備
の
漏
水

の
有
無
の
確
認
や
蛇
口
の
パ
ッ

キ
ン
漏
れ
が
あ
っ
た
場
合
の
パ

ッ
キ
ン
取
り
替
え
を
無
料
で
行

い
ま
す
。
（
湯
水
混
合
栓
な
ど

水
道
局
で
は
対
応
で
き
な
い
も

の
は
除
き
ま
す
。
）

水
道
局
の
職
員
が
訪
問
す
る

場
合
に
は
、
身
分
証
明
書
を
掲

示
し
ま
す
。

実
施
時
期
は
、
６
月
１
日
か

ら
１
ヶ
月
間
を
予
定
し
て
い
ま

す
。な

お
、
Ｊ
Ｒ
神
戸
線
以
北
の

地
域
に
お
住
ま
い
の
対
象
世
帯

の
方
々
に
対
し
て
は
、
来
年
６

月
に
実
施
す
る
予
定
で
す
が
、

希
望
が
あ
れ
ば
無
料
点
検
を
実

施
し
ま
す
。

問
合
わ
せ
や
申
込
み
は
、
水

道
局
庶
務
課
�
０
７
９
８
・
３

２
・
２
２
０
１
へ
。

水質検査を口実に各家庭を訪れ、水道

水が試験薬で黄色に変色したのを見せ

て、汚染されているかのように説明し、

浄水器の購入を強引に勧誘する業者に対

する苦情が水道局に寄せられています。

水道水には国の基準で衛生上必要とされ

る塩素が入っており、この試験薬はおそ

らく水道水に含まれる消毒用の残留塩素

を調べる試薬で、黄色に変色するのは安

全の印です。

水道局では日頃より厳重な水質管理の

もと市民の皆さまに安心して飲んでいた

だける安全な水道水をお届けしており、

浄水器等の販売やあっせんは一切してい

ませんので、十分にご注意下さい。

料
金
の
徴
収
業
務
を
一
部
委
託

高
齢
者

世
帯
へ

水
道
設
備
を
無
料
で
点
検

浄浄水水器器のの強強引引なな
販販売売ににごご注注意意！！

朝
一
番
や
旅
行
な
ど
で
長
い

間
家
を
留
守
に
さ
れ
た
と
き
の

最
初
の
水
は
、
各
ご
家
庭
の
水

道
管
に
長
時
間
溜
ま
っ
た
ま
ま

に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
水
は
、
消
毒
用

塩
素
の
濃
度
が
低
く
な
っ
て
い

た
り
、
水
道
管
に
鉛
管
が
使
わ

れ
て
い
る
ご
家
庭
で
は
、
鉛
が

溶
け
だ
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

通
常
の
ご
使
用
状
態
で
は
問

題
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
し

た
と
き
の
最
初
の
水
は
、
念
の

た
め
、
バ
ケ
ツ
一
杯
ぐ
ら
い
、

ト
イ
レ
や
洗
た
く
な
ど
の
飲
み

水
以
外
の
用
途
に
お
使
い
下
さ

い
。

水資源を守るため
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南部地域で水圧も測定

水
道
局
で
は
、
配
水
管
な
ど

か
ら
の
漏
水
に
よ
り
、
貴
重
な

水
が
失
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め

定
期
的
に
漏
水
調
査
を
行
っ
て

い
ま
す
。

調
査
は
、
水
道
局
が
委
託
し

た
専
門
会
社
の
調
査
員
が
、
道

路
や
各
家
庭
の
メ
ー
タ
ー
付
近

を
特
殊
な
漏
水
探
知
機
等
を
使

っ
て
行
い
ま
す
。

今
年
度
も
下
記
の
と
お
り
漏

水
調
査
を
実
施
い
た
し
ま
す
。

調
査
員
は
、
水
道
局
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
、
腕
章

と
名
札
を
つ
け
て
い
ま
す
。

調
査
に
よ
り
、
各
家
庭
の
メ

ー
タ
ー
付
近
で
漏
水
が
見
つ
か

っ
た
場
合
、
水
道
局
の
職
員
が

修
繕
方
法
な
ど
の
ご
相
談
に
応

じ
ま
す
。

な
お
、
平
成
１５
年
度
か
ら
、

水
質
基
準
の
規
制
が
強
化
さ
れ

る
見
込
み
で
あ
り
、
鉛
管
の
使

用
状
況
調
査
も
併
せ
て
行
い
ま

す
。

①
調
査
時
期
…
５
月
〜
１０
月

②
調
査
場
所
…
Ｊ
Ｒ
神
戸
線
以

南
で
東
川
以
東
の
地
区
、
Ｊ
Ｒ

神
戸
線
以
北
で
阪
急
今
津
線
以

東
の
地
区
及
び
船
坂
・
山
口
地

区
ま
た
、
平
成
１２
年
度
か
ら
実

施
し
て
い
る
「
直
結
増
圧
給

水
」
（
３
階
建
以
上
の
建
物

に
、
受
水
槽
を
経
由
せ
ず
加

圧
ポ
ン
プ
で
給
水
す
る
方
法
）

の
参
考
と
す
る
た
め
、
市
内

各
所
の
水
圧
測
定
を
行
い
ま

す
。

測
定
は
、
道
路
の
消
火
栓
に

水
圧
記
録
計
を
設
置
し
て
行
い

ま
す
。

①
測
定
時
期
…
７
月
〜
８
月

②
測
定
場
所
…
西
宮
南
部
地
区

（
六
甲
山
系
以
南
の
地
区
）

調
査
等
の
問
合
わ
せ
は
水
道

局
計
画
課
�
０
７
９
８
・
３
２

・
２
２
１
７
へ
。

水
道
局
は
、
水
道
事
業

に
つ
い
て
市
民
の
皆
様
に

ご
理
解
を
深
め
て
い
た
だ

く
と
と
も
に
、
ご
意
見
を

事
業
に
反
映
さ
せ
る
た

め
、
水
道
モ
ニ
タ
ー
を
募

集
し
ま
す
。

①
募
集
人
数
…
３０
名
（
応

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

②
対
象
…
市
内
在
住
の
満

２０
歳
以
上
で
、
平
日
開
催

の
会
議
な
ど
に
参
加
で
き

る
方
。

た
だ
し
、
前
回
ま
で
の

経
験
者
は
不
可
。

③
活
動
期
間
・
回
数
…
本

年
６
月
か
ら
平
成
１４
年
３

月
末
ま
で
の
間
の
４
回
程

度
。

④
活
動
内
容
…
モ
ニ
タ
ー

会
議
、
水
道
施
設
見
学

等
、
お
お
む
ね
半
日
程

度
。

⑤
謝
礼
…
会
議
等
出
席
１

回
毎
に
２
０
０
０
円
（
交

通
費
別
途
支
給
）
。

⑥
応
募
方
法
…
５
月
１８
日

（
金
）
ま
で
に
水
道
局

（
本
局
・
各
出
張
所
）
各

支
所
、
公
民
館
な
ど
の
窓

口
備
え
付
け
の
応
募
用
紙

に
必
要
事
項
を
記
載
し
、

水
道
局
庶
務
課
へ
郵
送

（
同
日
消
印
有
効
）
も
し

く
は
直
接
ご
持
参
下
さ

い
。
問
合
わ
せ
は
水
道
局

庶
務
課
�
０
７
９
８
・
３

２
・
２
２
０
９
へ
。

水
道
モ
ニ
タ
ー
を
募
集

受
付
は
５
月
１８
日
�
ま
で

石石けけんんをを使使いい

水水源源をを守守ろろうう

生
活
保
護
家
庭
な
ど

基
本
料
金
を
免
除

上
・
下
水
道
の
基
本
料
金
を
、

生
活
保
護
受
給
家
庭
な
ど
を
対

象
に
免
除
す
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。左

記
に
該
当
す
る
家
庭
は
、

必
要
書
類
を
添
え
て
お
申
し
込

み
下
さ
い
。

▼
生
活
保
護
受
給
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
局
厚
生
課
へ
。

▼
重
度
心
身
障
害
者
・
児
（
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
・
２
級
・

療
育
手
帳
Ａ
・
療
育
手
帳
Ｂ
１

で
身
体
障
害
者
手
帳
３
級
を
持

っ
て
い
る
人
）
在
宅
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら

せ
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育

手
帳
、
印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、

健
康
福
祉
局
障
害
福
祉
課
へ
。

▼
寝
た
き
り
・
痴
呆
性
老
人
在

宅
家
庭

水
道
ご
使
用
量
の
お
知
ら
せ
、

印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、
健
康
福

祉
局
長
寿
福
祉
課
�
０
７
９
８

・
３
５
・
３
２
９
４
へ
（
一
定

の
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
事
前

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
）
。

問
合
わ
せ
は
水
道
局
業
務
課

�
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
１

０
へ
。水

道
工
事
費
の

貸
付
・
助
成

水
道
管
が
古
く
な
っ
て
赤
水

が
出
た
り
、
水
の
出
が
悪
く
な

っ
た
給
水
装
置
の
改
善
の
促
進

を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
な
工

事
費
の
貸
付
や
助
成
制
度
が
あ

り
ま
す
。

▼
工
事
費
の
貸
付

水
道
の
改
造
工
事
（
赤
水
や

出
水
不
良
等
）
を
対
象
に
３０
万

円
以
内
で
融
資
し
ま
す
。

▼
工
事
費
の
助
成

水
道
の
引
き
込
み
管
が
鋼
管

や
鉛
管
な
ど
で
材
質
が
古
く
な

っ
て
赤
水
が
出
た
り
、
水
の
出

が
悪
く
な
っ
た
、
口
径
２５
㎜
以

下
の
場
合
、
本
管
の
分
岐
ヶ
所

か
ら
敷
地
内
に
設
置
す
る
止
水

栓
ま
で
の
改
造
工
事
費
の
５０
％

を
水
道
局
が
助
成
し
ま
す
。

問
合
わ
せ
は
水
道
局
給
水
装

置
課
�
０
７
９
８
・
３
２
・
２

２
３
０
へ
。

斑
状
歯
検
診
・
治
療

希
望
者
は
連
絡
を

水
道
局
で
は
、
斑
状
歯
の
認

定
検
診
の
受
付
を
行
っ
て
い
ま

す
。
す
で
に
検
診
を
受
け
た
方

で
も
未
検
診
の
歯
が
あ
れ
ば
受

診
で
き
ま
す
。
希
望
者
は
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る

人
や
治
療
方
法
に
は
一
定
の
基

準
が
あ
り
ま
す
。

す
で
に
斑
状
歯
手
帳
を
お
持

ち
の
方
は
、
希
望
す
る
と
き
に

い
つ
で
も
治
療
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

問
合
せ
は
水
道
局
庶
務
課
�

０
７
９
８
・
３
２
・
２
２
０
１

へ
。

漏水の音聴調査作業

朝
一
番
の
水
は
飲
み
水
以
外
に

第３６号 平成１３年（２００１年）５月１０日 （２）み ん な の 水 道


